
           ２ ０ ２ ６ （ 令 和 ８ ） 年 １ 月 ３ ０ 日  

令 和 ８ 年 ・ 分 譲 マ ン シ ョ ン 管 理 運 営 講 座  

第  1  部  

外 部 管 理 者 方 式 に つ い て  

知 っ て お く べ き こ と  

                  弁 護 士  石 口 俊 一  

 

第１ 外部管理者方式とは？ 

 １ マンションの区分所有者以外の者が「管理者」になる 

       ｃｆ.区分所有者＝理事長＝管理者 

           （区分所有法第２５条 集会の決議で選任） 

 ２ マンション管理士、弁護士、公認会計士、全管連の役員など

が「管理者」になる 

   ・・・平 成 ２ ８ 年 ３ 月 の『 外 部 専 門 家 等 が 管 理 組 合 の

管 理 者 に 就 任 す る 場 合 の 指 針 』  

 ３ 管理業者管理者方式とは？ 

・・・マンションの管理委託業者が「管理者」になる方式 

 

第２  管理業者管理方式について新たな法規制 

 １ その背景 

   理事長などの役員の成り手がない、不足するマンションが増

えてきたこと 

     ・居住する区分所有者の少ないリゾートマンション 

     ・区分所有者の移動が多いワンルームマンション 

     ・投資型で賃借人の多いマンション 

     ・高額でホテル風のお任せ型のマンション 

     ・超高層のタワーマンション 
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     ・高齢の区分所有者の多いマンション（建物も老朽化） 

 ２ マンション管理適正化法の改正 

   ・・・管理委託業者が「管理者」となる場合の規制・・・ 

  １）管理組合との間で管理者事務の委託を受ける（管理者とな

る）契約を締結する前 

・・・予め説明会を開催し、契約の重要事項の説明をす 

ること 

 ２）管理組合と契約をした後 

   ・・・管理者事務の対象となるマンションの部分等を記載

した書面を区分所有者等に交付すること 

 ３）管理組合との契約期間中 

   ・・・定期に説明会を開催、管理事務の報告をすること 

 ４）自己取引等の説明 

   ・・・当該管理業者が、マンションの「管理者」として、

マンションに関する自己の業務について取引（契約

等）を行う場合には、取引の重要な事実を説明しな

くてはいけないこと 

 

第 ３  「 マ ン シ ョ ン に お け る 外 部 管 理 者 方 式 等 に 関

す る ガ イ ド ラ イ ン 」 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 ７ 日 ） の 中

の 「 管 理 業 者 管 理 方 式 に お け る 注 意 事 項 」 に つ

い て  

 １  新 築 マ ン シ ョ ン に つ い て  

   外 部 管 理 者 方 式 が 導 入 さ れ て い る 場 合  

・ ・ ・ 適 切 な 管 理 者 業 務 委 託 契 約 書 、 規 約 の 設 定 等

に よ り 管 理 者 に 対 す る 適 切 な 監 視 ・ 監 督 体 制

を 構 築 す る こ と が で き れ ば 適 正 な 管 理 の 実 現
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は 可 能  

・ ・ ・ 但 し 、 区 分 所 有 者 の 管 理 へ の 関 心 の 低 下 や 管

理 の 主 体 で あ る こ と の 理 解 が 不 十 分 に な る お

そ れ が あ る  

（ 私 見 ）  

・ ・ ・ そ も そ も 新 築 マ ン シ ョ ン に は 二 つ の 老 い な ど

 は な く 、 高 齢 化 に よ る 役 員 の 担 い 手 が い な い

 場 合 等 で は な い 。  

・ ・ ・ 自 分 た ち が 区 分 所 有 者 で あ り 共 有 者 で あ り 、

 主 体 性 を も っ た 管 理 組 合 に よ り 自 立 し た 管 理

 の 実 現 が 求 め ら れ る 場 合 （ 『 マ ン シ ョ ン の 管

 理 の 適 正 化 の 推 進 を 図 る た め の 基 本 的 な 方  

 針 』 令 和 3年 9月 1 8日 （ 国 土 交 通 省 告 示 第 12 8 6

 号 ） に 明 記 ）  

・ ・ ・ ガ イ ド ラ イ ン は 最 初 か ら 主 体 的 な 自 主 管 理 を

放 棄 さ せ 、 管 理 を 他 人 任 せ に す る こ と を 容 認

す る も の （ 先 の 基 本 的 な 方 針 に 反 す る ）  

・ ・ ・ 原 始 規 約 の 中 に 外 部 管 理 者 方 式 が 書 き 込 ま れ

て い る の で 、 購 入 者 が 購 入 時 点 で 検 討 す る こ

と は 非 現 実 的 な こ と （ ＊ 区 分 所 有 法 第 ３ ０ 条

３ 項 を 参 照 ）  

・ ・ ・ 最 初 か ら 外 部 管 理 方 式 の マ ン シ ョ ン の 区 分 所

  有 者 が 、 そ の 後 に 自 主 的 で 自 立 し た 管 理 を 意

  識 す る よ う に “ 生 ま れ 変 わ る ” こ と は 考 え ら

  れ な い こ と  

２  外 部 の 管 理 者 に つ い て  

マ ン シ ョ ン 管 理 士 、弁 護 士 、公 認 会 計 士 な ど の 外 部 の
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専 門 家 に 管 理 者 を 想 定 し た の は 、平 成 １ ２ 年 の マ ン シ ョ

ン 管 理 適 正 化 法 で 創 設 さ れ た マ ン シ ョ ン 管 理 士 制 度 を

基 に し た も の  

・ ・ ・ 理 事 会 や 総 会 の 運 営 支 援 か ら 次 第 に 管 理 者 と

し て の 活 動 へ  

・ ・ ・ 管 理 組 合 と は 利 害 対 立 や 利 益 相 反 の 関 係 に は

な い 中 立 的 で 管 理 の 専 門 知 識 の あ る マ ン シ ョ

ン 管 理 士 の 役 割  

３  管 理 業 者 の 場 合 は ？  

区 分 所 有 法 上 の 管 理 者 で あ る と 同 時 に 、マ ン シ ョ ン 管

理 適 正 化 法 上 の 管 理 業 者 と い う 利 害 が 対 立 す る ２ つ の

地 位 を 有 す る も の  

中 立 的 な 外 部 の 専 門 家 を 管 理 者 に す る 場 合 と は 全 く

異 な る も の  

法 的 に は 管 理 者 で あ る 自 社 が 管 理 業 者 で あ る 自 社 と

管 理 委 託 契 約 を 締 結 す る 自 己 取 引 （ 民 法 第 １ ０ ８ 条 １

項 ） そ の も の で 、 原 則 と し て 無 効  

た だ 、自 己 取 引 は 本 人（ 区 分 所 有 者 ）の 許 諾 が あ れ ば

有 効 と な る の で 、管 理 組 合 の 総 会 で 承 認 決 議 を 得 れ ば よ

い と さ れ て い る  

（ 私 見 ）  

・・・果 た し て 年 １ 回 の 総 会 で 十 分 に 説 明 を 受 け て 納  

得 し た 上 で の 決 議 が 期 待 で き る か は 極 め て 疑 問  

・・・平 成 １ ２ 年 に マ ン シ ョ ン 管 理 適 正 化 法 が 成 立 し た

の は 、管 理 業 者 の 不 適 切 な 管 理 、管 理 組 合 と 管 理

業 者 と の 預 金 口 座 の 混 同 、そ の 他 管 理 組 合 の 利 益

を 害 し て 自 社 の 利 益 と す る 行 為 が 目 に 余 っ た た
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め で あ り 、「 管 理 業 者 管 理 方 式 」は 同 法 の 趣 旨 に

逆 行 す る も の  

・ ・ ・ 懸 念 す る の は 、 管 理 業 者 が 管 理 者 と な っ た 後 に 、

管 理 委 託 費 用 を 不 適 切 に 増 額 す る こ と や 、設 備 の

法 定 点 検 や 補 修 の 関 係 業 者 の 再 委 託 費 用 の 水 増

し な ど の 恐 れ （ 総 会 で 見 極 め る こ と は 難 し い ？ ） 

・・・ ガ イ ド ラ イ ン で は 、管 理 者 と し て 利 益 相 反 取 引 等

に つ い て 総 会 で の 承 認 を 得 よ う と す る 場 合 に は 、

重 要 な 取 引 に 関 す る 事 実（ 取 引 の 相 手 方 、目 的 物 、

数 量 、価 格 、取 引 期 間 、取 引 に よ り 得 ら れ る 利 益

等 ）を 開 示 し て チ ェ ッ ク を 得 る こ と を 教 示 し て い

る 。し か し 、総 会 で こ れ ら の 事 実 の 適 否 を チ ェ ッ

ク で き る な ら ば 、管 理 者 を 外 部 に 頼 る 必 要 は な い

で は ？  

４  大 規 模 修 繕 工 事 に つ い て  

ガ イ ド ラ イ ン で も 、管 理 業 者 が 管 理 者 と し て 大 規 模 修

繕 工 事 の 検 討 を す る 場 合 に は 、自 己 へ の 利 益 誘 導 が 可 能

と な り 、管 理 組 合 に 不 利 益 を 与 え る リ ス ク の 可 能 性 が あ

る と 指 摘 （ こ の 指 摘 は 正 し い ！ ）  

そ れ 故 、 管 理 者 は 原 則 と し て 検 討 に 関 与 し な い こ と 、

複 数 の 区 分 所 有 者 及 び 監 事 か ら 構 成 す る 修 繕 委 員 会 を

主 体 と し て 検 討 す る の が 望 ま し い と （ １ ０ ４ 頁 ） 。  

 （ 私 見 ）  

  ・ ・ ・ ガ イ ド ラ イ ン が 言 う 修 繕 委 員 会 が 区 分 所 有 者 で

構 成 で き る な ら 、 管 理 業 者 に 管 理 者 を 丸 投 げ す

る 必 要 は な い の で は ？  
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５  管 理 者 に 対 す る 監 視 ・ チ ェ ッ ク 体 制 に つ い て  

   ガ イ ド ラ イ ン は 、 管 理 組 合 が 管 理 業 者 管 理 者 の 業 務

執 行 の 適 切 な 監 督 、 利 益 相 反 の 防 止 に は 、 独 立 性 を 持

っ た 監 事 の 選 任 が 必 要 、 監 事 に は 、 区 分 所 有 者 の 他 ・

外 部 の 専 門 家 （ マ ン シ ョ ン 管 理 士 、 弁 護 士 、 公 認 会 計

士 等 ） を 選 任 す る こ と が 望 ま し い と 指 摘 （ １ ０ ６ ～ １

０ ９ 頁 ） 。  

  （ 私 見 ）  

・ ・ ・ 監 事 に 区 分 所 有 者 や 外 部 の 専 門 家 を 選 任 し て 十

 分 に 監 督 業 務 が で き る な ら ば 、利 益 相 反 の 危 険

を は ら ん だ 管 理 業 者 を 管 理 者 と す る こ と な く 、区

分 所 有 者 か 外 部 専 門 家 が 管 理 者 に な れ ば よ い  

 ６  管 理 者 の 撤 退 に つ い て  

「 儲 か ら な く な れ ば 撤 退 」 の 危 険  

＊ 二 つ の 老 い を 抱 え る マ ン シ ョ ン は 、 定 期 収 入 が 年

金 の み の 区 分 所 有 者 な ど 、 管 理 費 等 の 負 担 が 厳 し

い 現 状 か ら 、 管 理 運 営 費 用 も ま ま な ら な い 状 況 が

あ る 。 ま た 、 大 規 模 修 繕 工 事 等 を 終 え て 、 マ ン シ

ョ ン の 修 繕 積 立 金 や 管 理 費 が 払 底 し て し ま う と 、

管 理 者 に な る 際 に 安 く 抑 え た 管 理 委 託 費 で は 管 理

業 者 の 利 益 が な く な っ て し ま う こ と も あ る 。  

   ＊ 管 理 者 と な っ た 管 理 業 者 に は 、 手 間 や コ ス ト が 掛

か る た め 、 管 理 委 託 費 の 値 上 げ が で き な い な ら 管

理 を 止 め る 、 管 理 者 も 辞 任 す る と い う 事 態 に 。  

   ＊ 管 理 業 者 管 理 者 方 式 に 慣 れ た マ ン シ ョ ン は 、 管 理

に 対 す る 関 心 は 低 下 、 理 解 も 乏 し く な り 、 二 つ の

老 い が 進 ん で 本 当 に 支 援 が 必 要 と な る 時 に は 管 理
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者 を 撤 退 し て 、 深 刻 な 管 理 不 全 マ ン シ ョ ン と な る

危 険 性 が 大 き い ！  

７  管 理 業 者 管 理 者 方 式 を 採 用 し た 理 由 、 メ リ ッ ト の 説

明 に つ い て  

  ・ 役 員 の 負 担 が 軽 く て す む  

  ・ １ 年 毎 の 役 員 で は 継 続 性 な 管 理 運 営 に な ら な い  

  ・ 高 齢 化 が 進 み 役 員 の 選 出 が 困 難 に な っ た か ら  

 ・ 理 事 会 が な く 、 時 間 に 拘 束 さ れ る 身 体 的 な 負 担 、 役

員 と し て の 精 神 的 な 負 担 の 解 消  

  ・ 厳 格 な 業 務 規 制 下 に あ る 管 理 業 者 に よ る 適 法 か つ 適

正 な 判 断 が 期 待 で き る  

  ・ 同 じ 組 合 員 が 管 理 者 だ と 要 求 や 指 摘 を す る こ と に 遠

慮 が あ る が 、 遠 慮 な く 要 求 等 が 可 能 に な る  

 ・ 管 理 業 者 に は 厳 格 な 善 管 注 意 義 務 が あ る  

・ 高 級 賃 貸 マ ン シ ョ ン の よ う な 住 み 心 地 に な れ る  

⇓    ⇓    ⇓  

 ＊ 役 員 と し て の 活 動 の 負 担 の 解 消 、 管 理 運 営 の 継 続 性 が

で き る こ と へ の 安 堵 感  

 ＊ “ 高 級 賃 貸 マ ン シ ョ ン の よ う な 住 み 心 地 に な れ る ” と

い う “ 全 面 的 に お 任 せ ” に よ り 、 主 体 性 や 自 立 性 が 薄

れ て い る 、 棚 上 げ の 状 態  

 ＊ こ の 折 り 合 い を ど う す る か ？  

  


